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令和 3年 3月 23日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記
翁

令和 2年 (行コ)第 3号 住民投票実施義務付け等請求控訴事件 (原審・那覇地方裁判

所令和元年 (行 夕)第 14号,第 15号 )

日呈頂弁論終結日 令和 3年 1月 20日                  ,

判      決

当事者の表示 別紙当事者 目録記載のとおり

主      文

1 本件各控訴をいずれも葉却する。

2 当審における追加的請求に係 る訴えをいずれも去「下する。

3 控訴費用は控訴人らの負担 とする。

事 実 及 び 理 由
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・
・:察 1 当事者の求めた裁判

控訴の趣旨 (控訴人らは,当審において次の13)及び爛の各請求を選択的に追加

した。)

伍)原半U決を取 り消す。

121ア 石垣市長が,石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問 う

住民投票を実施 しないことが違法であることを確認する。

イ 石垣市長は,前項の住民投票を実施せよ。

13)ア 石垣市長が,右垣市自治基本条例 28条 4項にいう所定の手続たる投票 日

の告示又は決定をもつてする石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画

の賛否を問 う住民投票の実施決定をしないことが違法であることを確認す

るヽ。

イ 石垣市長は,前項の住民投票の実施決定をせよ。

14)ア 石垣市長が,同項にいう所定の手続たる実施規則の制定をもつてする石

垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問 う住民投票の実施決

定をしないことが違法であることを確認する。
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